
⑧
 農

商
務
省
技
師

〔
正
し
く
は
無
官
〕

東
京
美
術
學
校
嘱
託

印
刷
局
技
師

〔諭〕

東
京
府
立
工
藝
學
校
教
授

東
京
高
等
工
藝
學
校
創
立
委
員
を
命
ず

山
本
正
三
郎

（
大
正
八
年
八
月
二
十
一
日
『
読
売
新
聞
』）

こ
の
決
定
に
よ
り
本
校
の
製
版
科
と
臨
時
写
真
科
は
新
設
校
に
移
す
こ
と
に

な
り
、
そ
の
た
め
、
大
正
九
年
度
よ
り
両
科
の
生
徒
募
集
は
停
止
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
た
だ
し
、
臨
時
写
真
科
の
方
は
諸
般
の
事
情
に
よ
り
大
正
十
年
度
に

募
集
を
再
開
し
、
新
設
校
へ
の
移
転
が
遅
れ
た
。

帝
国
美
術
院
創
設
、
第
一
回
帝
展

大
正
八
年
九
月
五
日
、
帝
国
美
術
院
規
程
が
制
定
さ
れ
、
明
治
四
十
年
設
置

の
美
術
審
査
委
員
会
は
廃
止
さ
れ
た
。
帝
国
美
術
院
は
学
術
の
ア
カ
デ
ミ
ー
で

あ
る
帝
国
学
士
院
に
対
し
て
美
術
の
ア
カ
デ
ミ
ー
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の

で
、
文
部
大
臣
管
轄
下
に
置
か
れ
、
院
長
一
人
、
会
員
十
五
名
以
内
で
組
織

し
、
文
部
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
美
術
に
関
す
る
意
見
を
開
申
し
、
あ
る
い
は

文
部
大
臣
に
対
し
て
美
術
上
の
重
要
事
項
に
つ
い
て
建
議
す
る
こ
と
の
で
き
る

機
関
で
あ
っ
た
。
美
術
院
な
い
し
美
術
局
設
立
を
目
標
と
す
る
美
術
行
政
確
立

推
進
運
動
に
つ
い
て
は
本
書
第
一
巻
以
来
再
三
と
り
上
げ
て
き
た
が
、
こ
こ
に

お
い
て
漸
く
時
代
に
見
合
っ
た
か
た
ち
で
運
動
に
―
つ
の
帰
結
が
も
た
ら
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
文
部
省
美
術
展
覧
会
（
文
展
）
は
廃
止
と
な

り
、
新
た
に
帝
国
美
術
院
展
覧
会
（
帝
展
）
が
発
足
し
た
。

矢
野

松
岡

三面
也-寿

野

間

典

雄

帝
国
美
術
院
会
員
に
は
美
術
に
関
し
て
声
望
閲
歴
の
卓
越
し
た
人
を
選
び
、

文
部
大
臣
が
奏
請
し
、
内
閣
に
お
い
て
任
命
を
下
す
こ
と
と
な
り
、
従
来
美
術

審
査
委
員
と
し
て
尽
力
し
た
大
家
や
在
野
団
体
の
首
脳
作
家
の
な
か
か
ら
人
選

が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
黒
田
清
輝
、
高
村
光
雲
、
岡
田
一
一一
郎
助
、
和
田
英

伺
、
小
堀
柄
音
、
川
合
玉
堂
、
竹
内
栖
鳳
、
山
元
春
挙
、
富
岡
鉄
斎
、
新
海
竹

太
郎
、
今
尾
景
年
、
中
村
不
折
、
松
本
楓
湖
が
任
命
さ
れ
た
（
ー
本
校
教
官
）
。

日
本
美
術
院
の
横
山
大
観
と
下
村
観
山
は
任
命
を
固
辞
し
た
。
院
長
に
は
森
鵡

外
が
、
幹
事
に
は
本
校
校
長
の
正
木
直
彦
と
当
時
文
部
書
記
官
で
の
ち
に
本
校

校
長
と
な
る
沢
田
源
一
が
任
命
さ
れ
、
書
記
に
は
本
校
書
記
屋
代
欽
三
が
任
命

さ
れ
、
同
じ
く
本
校
書
記
北
浦
大
介
は
同
院
事
務
を
嘱
託
さ
れ
た
。

帝
国
美
術
院
設
立
に
奔
走
し
た
正
木
直
彦
は
『
回
顧
七
十
年
』
（
昭
和
十
二

年
。
学
校
美
術
協
会
出
版
部
）
に
こ
の
新
制
度
と
運
用
の
実
際
に
つ
い
て
次
の
よ

美
術
界
の
推
移
と
＿帝
國
美
術
院

文
展
の
頭
初
に
於
て
、
審
査
員
と
い
ふ
も
の
は
作
家
と
批
評
家
と
が
殆
ん

ど
同
敷
位
の
割
合
で
任
命
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
其
の
任
期
は
三
年
で
あ
っ

た
。
今
、
其
の
頭
初
に
於
け
る
批
評
家
側
の
顔
燭
れ
を
回
想
す
る
と
、
松
井

直
吉
、
高
嶺
秀
夫
、
中
澤
岩
太
、
岡
倉
覺
一
―
-、
大
塚
保
治
、
今
泉
雄
作
、
塚

本
靖
、
藤
岡
作
太
郎
、
中
川
忠
順
、
平
山
成
信
、
森
林
太
郎
、

松
本
亦
太

郎
、
紀
淑
雄
、
武
井
守
正
、
入
江
為
守
、
輻
原
錬
二
郎
、
岩
村
透
、
そ
れ
に

私
等
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
文
展
頭
初
の
鑑
査
審
査
と
い
ふ
も
の
は
、

及
び
授
賞
に
就
い
て
は
、
皆
が
宜
に
員
剣
な
議
論
を
戦
は
し
た
も
の
で
あ
っ

う
に
記
し
て
い
る
。

―
つ
の
縮
の
及
落
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た
。
斯
る
場
合
、
批
評
家
と
い
ふ
側
は
、
出
品
者
に
到
す
る
師
弟
闊
係
の
如

き
も
の
が
殆
ん
ど
無
い
の
で
、
極
め
て
公
平
で
あ
っ
た
。
然
し
作
家
の
側
と

な
る
と
、
自
分
の
屈
す
る
霊
脈
聾
風
と
い
ふ
こ
と
に
就
い
て
も
閲
心
を
持
た

ざ
る
を
得
な
い
し
、
師
弟
閥
係
等
か
ら
他
人
の
門
生
に
封
す
る
場
合
と
、
自

分
の
門
生
の
場
合
と
で
は
、
嘗
然
そ
れ
へ
の
氣
持
に
動
き
が
生
じ
て
来
る
。

斯
う
し
た
事
に
劉
し
、
批
評
家
の
側
は
括
然
と
し
て
居
る
の
で
、
そ
こ
に

見
解
や
批
判
の
相
違
が
生
じ
、
忽
ち
議
論
の
華
が
咲
く
。
し
か
も
、
批
評
家

の
態
度
は
論
理
的
で
あ
り
、
冷
静
で
あ
る
だ
け
に
、
議
論
を
す
れ
ば
結
局
は

そ
れ
を
云
ひ
出
し
た
作
家
の
側
が
負
け
る
と
い
ふ
傾
き
が
多
か
っ
た
。
故

に
、
作
家
の
側
は
そ
れ
を
恰
ば
な
い
。

そ
こ
で
、
最
初
の
委
員
の
任
期
三
年
が
終
っ
た
時
に
、
作
家
の
側
か
ら
、

批
評
家
を
従
前
通
り
澤
山
い
れ
る
な
ら
ば
自
分
逹
は
手
を
引
く
_
|＇と
い
ふ

や
う
な
不
平
を
申
立
て
来
た
の
で
、
常
局
も
出
末
る
だ
け
作
家
の
意
志
を
尊

重
し
、
批
評
家
の
敷
を
減
ら
す
こ
と
に
し
た
。

そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
逍
つ
て
見
る
と
、
始
め
は
大
部
分
が
作
家
で
は
、

種
々
不
都
合
な
事
が
起
り
は
せ
ぬ
か
と
懸
念
し
た
に
拘
ら
ず
、
宜
際
に
ぶ
つ

か
つ
て
見
る
と
さ
う
で
も
な
か
っ
た
し
、
年
々
馴
れ
て
来
る
と
殆
ん
ど
そ
れ

で
何
の
支
障
も
無
い
。
そ
こ
で
批
評
家
の
敷
は
一
層
減
ら
す
こ
と
に
し
、
や

が
て
全
く
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

尚
、
最
初
の
任
期
＝
―
-
年
が
終
る
と
同
時
に
、
委
員
の
任
期
を
一
年
に
し
、

毎
年
交
替
が
出
来
る
や
う
に
し
た
。
然
る
に
、
こ
の
審
査
員
の
交
迭
と
い
ふ

こ
と
が
、
質
は
非
常
に
ム
ヅ
か
し
い
問
題
で
あ
っ
た
。
文
展
も
年
を
重
ね
る

に
従
っ
て
、
審
査
員
に
最
初
任
命
さ
れ
た
以
外
の
若
い
人
で
、
グ
ン
／
＼
進

歩
し
て
来
る
人
が
あ
る
。
そ
こ
で
滑
ら
か
に
新
蕉
が
交
替
す
れ
ば
よ
い
の
で

西
洋
聾
の
方
は
、
こ
れ
迄
審
査
員
で
あ
っ
た
人
と
、
優
秀
な
作
品
を
出
し

て
褒
賞
を
得
た
、
云
は
ゞ
推
薦
と
い
ふ
や
う
な
立
場
の
人
と
が
、
何
時
か
一

園
と
な
つ
て
、
半
敷
交
替
で
、

一
年
置
き
に
審
査
に
携
は
る
。

1

と
い
ふ

や
う
に
や
っ
て
ゐ
た
。

こ
ん
な
風
で
、
西
洋
聾
の
方
は
餘
り
問
題
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
日

本
聾
の
方
は
第
一
回
の
文
展
以
来
十
年
を
経
る
に
拘
ら
ず
、
審
査
員
と
い
ふ

も
の
が
ち
つ
と
も
斐
ら
な
い
。
新
進
優
秀
な
甕
家
が
績
々
出
て
来
る
に
も
か

4

は
ら
ず
、
さ
う
し
て
上
の
方
が
詰
つ
て
ゐ
る
の
で
、
動
き
が
附
か
な
く
な

つ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
後
進
に
と
つ
て
は
、
最
も
大
き
な
不
服
の
種
で
あ

っ
た
。
是
が
所
謂
文
展
の
行
詰
り
で
あ
っ
て
、
文
展
十
回
頃
か
ら
、
如
何
に

し
て
こ
れ
を
打
開
す
る
か
ゞ
、
八
釜
し
い
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
営
局
者
は
、
餘
り
目
立
た
ず
、
角
を
立
て
ず
に
審
査
員
の
新
陳

代
謝
を
す
る
方
案
を
い
ろ
／
＼
、と
考
慮
し
た
畢
旬
、
こ
れ
迄
永
い
間
審
査
員

を
勤
め
た
人
々
は
、
功
榜
も
あ
る
事
で
あ
り
、
唯
罷
め
さ
す
諄
に
は
い
か
ぬ

か
ら
、
名
目
上
の
待
遇
を
善
く
し
た
上
で
、
宜
務
か
ら
は
離
れ
さ
す
、
と
い

ふ
事
を
考
へ
た
。
そ
こ
で
大
正
八
年
の
九
月
に
制
定
稜
表
さ
れ
た
の
が
、
＿帝

図
美
術
院
官
制
で
あ
っ
た
。

此
の
帝
國
美
術
院
は
會
員
と
い
ふ
も
の
が
居
り
、
こ
れ
は
全
郡
美
術
界
の

長
老
と
し
て
勅
任
待
遇
と
す
る
。
美
術
展
覧
會
と
い
ふ
も
の
は
＿帝
國
美
術
院

の
―
つ
の
仕
事
で
は
あ
る
が
、
全
郡
の
仕
事
で
は
無
い
。
此
の
展
覧
會
の
審

査
員
は
會
員
に
諮
問
し
て
決
定
任
命
す
る
。
會
員
は
直
接
審
査
に
は
嘗
ら
ぬ

が
、
審
査
會
に
出
席
し
て
も
よ
い
。

ー
ー
去

j

う
い
ふ
組
織
で
あ
っ
た
。
営
局

の
考
へ
と
し
て
は
、
斯
う
し
て
従
来
の
審
査
員
に
劉
す
る
優
遇
の
途
を
講
じ
、

あ
る
が
、
な
か
／
＼
さ
う
簡
韻
に
は
行
か
な
い
。
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こ
れ
に
よ
っ
て
第
一
線
か
ら
憫
よ
く
勇
退
し
て
貰
ふ
つ
も
り
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
黒
田
清
輝
、
高
村
光
雲
、
岡
田
三
郎
助
、
和
田
英
作
、
小
堀
靭

昔
、
川
合
玉
堂
、
竹
内
栖
鳳
、
山
元
春
畢
、
新
海
竹
太
郎
、
今
尾
景
年
、
松

本
楓
湖
、
中
村
不
折
等
を
は
じ
め
、
従
来
は
文
展
と
闊
係
の
無
か
っ
た
富
岡

鐵
齋
の
や
う
な
人
を
迄
、
美
術
界
の
長
老
と
い
を
意
味
で
會
員
に
任
命
し
た

の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
是
等
の
會
員
に
よ
っ
て
、
今
度
は
新
し
く
若
い
審
査
員
が
任
命
さ

れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
顔
燭
れ
と
い
ふ
の
は
、
例
へ
ば
第
一
部
の
日
本
聾

に
あ
っ
て
は
、
小
室
翠
雲
、
菊
池
契
月
、
結
城
素
明
、
松
岡
映
丘
、
橋
本
閥

雪
、

西
山
翠
娼
、
川
村
曼
舟
、
鏑
木
濡
方
、
松
林
桂
月
等
で
あ
っ
て
、
そ
こ

に
は
そ
れ
人
＼

ハ
チ
切
れ
る
や
う
な
力
が
脹
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。
何
故

斯
う
し
た
新
鋭
の
み
を
選
ん
だ
か
と
云
ふ
に
、
會
員
と
し
て
は
自
分
逹
も
嘗

然
そ
れ
ら
の
若
い
審
査
員
と
一
緒
に
な
っ
て
審
査
に
携
は
る
も
の
‘

|
|
と

ば
か
り
思
ひ
込
ん
で
ゐ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

然
る
に
、
い
ざ
鑑
査
に
取
掛
る
と
云
ふ
段
に
な
っ
て
見
る
と
、
営
局
は
會

員
を
一
切
鑑
査
に
闊
係
さ
せ
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
會
員
と
し
て
先
づ
大
き
な

思
惑
違
ひ
に
出
會
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
更
に
、
其
等
の
新
し
い
審
査
員
は
、
鑑
査
審
査
を
行
ふ
に
際

し
て
、
従
来
の
老
大
家
に
よ
る
審
査
が
弊
害
が
あ
っ
た
と
い
ふ
事
を
非
常
に

強
く
思
ひ
込
み
、
其
の
結
果
、
従
来
の
弊
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
宜
に
無
遠
慮

に
斧
鍼
を
加
へ
た
の
で
、
そ
の
結
果
は
、
思
ひ
切
っ
た
新
し
振
り
を
焚
揮

し
、
こ
れ
迄
多
年
常
連
で
あ
っ
た
古
い
行
き
方
の
人
々
が
ド
シ
／
＼
落
選
す

る
、
と
云
ふ
大
番
狂
は
せ
を
演
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

斯
う
な
る
と
、
會
員
の
人
々
は
、
自
分
逹
を
審
査
か
ら
罷
よ
く
閉
出
し
を

喰
は
せ
た
上
、
更
に
多
年
築
い
た
地
磐
が
急
に
足
許
か
ら
壊
さ
れ
て
行
く
や

う
な
感
じ
の
す
る
の
を
見
て
、
或
は
呆
氣
に
と
ら
れ
、
或
は
憤
慨
し
、

『
こ
れ
で
は
會
員
に
な
っ
た
と
云
ふ
事
は
、
絹
布
の
蒲
圏
の
上
へ
足
を
掬

つ
て
投
げ
出
さ
れ
た
や
う
な
も
の
だ
。』

と
か
、
或
は
、

『
家
鴨
の
卵
を
孵
へ
し
た
鶏
の
や
う
だ
。
』

こ
ぼ

と
云
つ
て
、
不
平
を
零
し
出
し
た
。
こ
れ
は
、
審
査
員
と
云
ふ
も
の
を
選

定
す
る
力
は
あ
っ
て
も
、
自
ら
審
査
に
携
は
ら
な
い
と
、
忽
ち
家
の
子
郎
等

が
落
選
し
た
り
し
て
後
進
に
到
す
る
現
宜
的
な
勢
力
と
か
、
華
や
か
な
人
氣

と
か
が
他
に
移
つ
て

し
ま
ふ
。
そ
れ
を
宜
際
に
ぶ
つ
か
つ
て
痛
感
し
、
大
い

に
淋
し
く
感
じ
た
の
と
‘

―
つ
に
は
若
い
人
々
の
、
餘
り
に
新
し
が
り
な
思

ひ
切
っ
た
遣
り
方
に
先
逹
と
し
て
不
安
を
感
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い。

其
の
結
果
、

『
審
査
は
、
若
い
新
し
い
人
々
ば
か
り
で
は
、
健
全
を
期
し
得
な
い
。
矢

張
り
吾
々
會
員
が
直
接
そ
れ
に
参
加
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
美
術
院
と
し
て

の
方
針
を
審
査
の
上
に
宜
現
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
』

と
云
ひ
出
し
、
次
第
に
又
會
員
が
審
査
の
賞
際
に
開
係
す
る
や
う
に
な

り
、
い
つ
し
か
審
査
員
の
半
敷
を
會
員
で
占
め
る
や
う
に
な
っ
て
し
ま
つ

こ。
キ
ー

さ
う
し
て
ゐ
る
中
、
年
が
重
な
る
と
共
に
、
會
員
外
の
若
い
審
査
員
も
次

第
に
會
員
に
推
薦
さ
れ
る
や
う
に
な
る
。
さ
う
な
る
と
矢
張
り
そ
れ
ら
の
人

も
審
査
は
罷
め
た
く
な
い
。
そ
こ
で
遂
に
會
員
全
部
が
審
査
に
営
る
、
と
い

ふ
や
う
な
風
で
、
＿帝
展
も
十
五
回
頃
に
な
る
と
、
又
、
文
展
の
終
り
の
頃
と

殆
ん
ど
同
じ
行
詰
り
を
来
た
し
て
し
ま
っ
た
。
斯
く
て
そ
れ
ら
の
人
々
も
、
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前
に
は
他
を
攻
撃
し
た
立
場
で
あ
っ
た
が
、
今
度
は
自
分
逹
が
弊
を
訴
へ
ら

れ
る
と
云
ふ
事
に
な
り
、
遂
に
美
術
界
に
大
波
瀾
を
惹
起
し
た
昭
和
十
年
の

再
改
組
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
此
の
＿帝
図
美
術
院
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
れ
を
作
る
時
に
、
其
の
範

を
＿帝
國
學
士
院
に
取
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
然
し
、
＿
帝
國
學
士
院
と
云
ふ
も
の

は
全
く
の
自
治
制
度
で
、
會
員
の
中
か
ら
院
長
も
幹
事
も
選
び
、
會
員
の
補

鋏
も
會
員
自
ら
が
選
畢
す
る
こ
と
に
な
っ
て
居
る
。
然
る
に
、
＿帝
國
美
術
院

は
、
院
長
も
會
員
も
主
事
も
穂
て
官
選
で
あ
っ
た
。
す
る
と
、
大
正
十
年
頃

の
會
員
會
議
に
、
西
洋
聾
の
方
の
和
田
英
作
君
か
ら
、
美
術
院
を
自
治
制
度

に
す
る
、
と
い
ふ
改
正
案
を
提
出
し
た
。

其
時
、
院
長
の
森
林
太
郎
君
は
少
し
身
騰
の
具
合
が
悪
く
、
會
議
に
出
席

し
て
居
な
か
っ
た
が
、
此
の
案
に
は
全
會
員
一
致
賛
成
し
文
郡
大
臣
に
建
議

案
を
提
出
し
よ
う
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
院
長
鉄
席
の
儘
、
院
長
代

理
が
其
の
議
を
細
め
、
森
君
の
と
こ
ろ
へ
そ
れ
を
持
つ
て
行
っ
た
。
然
る

に
、
森
君
は
、
何
う
感
違
ひ
さ
れ
た
の
か
、
こ
れ
を
ま
る
で
院
長
排
斥
の
案

の
如
く
思
ひ
込
み
、

『
こ
れ
は
甚
だ
突
然
で
あ
る
し
、
僕
の
こ
れ
迄
考
へ
て
居
な
か
っ
た
事

だ
。
そ
れ
に
、
僕
は
會
員
で
は
な
い
か
ら
ね
え
。
・
:
・
:
』

と
云
ふ
や
う
な
事
で
、
甚
だ
機
嫌
が
悪
く
、
そ
れ
を
握
り
潰
し
た
儘
、
森

君
は
亡
く
な
つ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
で
、
直
ち
に
後
任
の
問
題
が
起
つ
た
の
で
あ
る
が
、
其
の
時
、
従
来

の
規
則
に
よ
っ
て
揺
原
君
を
院
長
に
I

と
い
ふ
話
も
出
た
が
、
私
は
、
會

員
間
で
は
全
會
一
致
で
自
治
制
度
に
す
る
と
い
ふ
惹
喬
が
あ
る
の
だ
か
ら
、

院
長
は
會
員
の
中
か
ら
選
ぶ
の
が
穏
嘗
で
あ
ら
う
、
と
云
ふ
の
で
黒
田
清
輝

第
一
回
帝
展
は
大
正
八
年
十
月
十
四
日
か
ら
十
一
月
二
十
日
ま
で
上
野
公
園

然
し
、
現
在
も
顧
問
と
し
て
帝
國
美
術
院
に
闊
係
は
持
つ
て
居
る
。

君
を
後
任
に
推
し
た
の
で
あ
っ
た
。

黒
田
が
院
長
の
間
に
、
此
の
自
治
問
題
を
形
付
け
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ

る
が
、
黒
田
は
嘗
時
貴
族
院
の
研
究
會
の
領
袖
と
し
て
、
そ
の
方
面
の
活
動

が
忙
し
く
、
こ
れ
に
及
ば
ん
中
に
、
僅
二
年
に
し
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

績
い
て
院
長
に
任
命
さ
れ
た
の
は
福
原
君
で
あ
っ
た
が
、
福
原
は
自
治
證

に
す
る
と
い
ふ
事
に
は
餘
り
氣
乗
り
せ
ず
會
員
間
か
ら
そ
の
話
が
出
て
も
同

意
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
此
の
自
治
制
度
問
題
は
、
い
つ
で
も
西
洋
霊

の
方
か
ら
提
案
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
到
し
日
本
聾
の
方
は
、
ど

う
も
院
長
の
人
選
其
他
で
難
色
を
示
し
勝
だ
っ
た
。
然
し
、
私
は
こ
ん
な
事

ど

う

は
、
出
来
る
か
如
何
か
と
心
配
し
て
ゐ
た
の
で
は
何
時
に
な
っ
て
も
出
来
な

い
。
然
し
、
や
れ
ば
直
ぐ
出
来
る
、
と
云
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
院
長
な

ど
、
順
番
に
や
つ
て
も
い
4

で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
ゐ
た
が
、
な
か
／
＼

さ
う
は
行
か
な
か
っ
た
。

さ
う
し
て
ゐ
る
中
、
福
原
君
が
昭
和
六
年
十
一
月
に
八
年
間
院
長
を
や

り
、
病
篤
く
、
再
起
覺
束
無
し
と
傾
へ
ら
れ
る
に
到
つ
て
、
院

長

を

辟

し

た
。
私
は
、
斯
う
い
ふ
時
だ
か
ら
、
自
治
制
度
に
は
な
っ
て
を
ら
ぬ
が
、
會

員
中
か
ら
院
長
を
選
ん
だ
が
よ
か
ら
う
、
と
云
っ
た
が
、
何
う
し
て
も
文
部

大
臣
が
き
か
ず
、
私
が
任
命
さ
れ
た
。
然
し
、
昭
和
十
年
に
再
改
組
問
題
が

起
る
に
及
ん
で
、
今
度
こ
そ
自
治
制
度
に
す
べ
き
だ
と
も
思
っ
た
し
、
又
私

が
居
つ
て
は
、
在
野
の
人
が
入
っ
て
仕
事
を
す
る
に
都
合
が
悪
か
ら
う
と
も

思
っ
た
の
で
、
院
長
の
職
を
辞
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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竹
の
台
陳
列
館
で
開
催
さ
れ
た
。
審
査
委
員
長
は
福
原
錬
二
郎
。
日
本
画
部
審

査
委
員
は
小
室
翠
雲
、
菊
池
契
月
、
結
城
素
明
、
鏑
木
清
方
、
西
山
翠
娼
、
松

林
桂
月
、
橋
本
関
雪
、
川
村
曼
舟
、
松
岡
映
丘
、
西
洋
画
部
審
査
委
員
は
藤
島

武
二
、
満
谷
国
四
郎
、
中
川
八
郎
、
南
薫
造
、
中
沢
弘
光
、
長
原
孝
太
郎
、
太

田
喜
二
郎
、
金
山
平
三
、
石
川
寅
治
、
彫
刻
部
審
査
委
員
は
米
原
雲
海
、
山
崎

朝
雲
、
朝
倉
文
夫
、
北
村
西
海
、
北
村
西
望
、
建
畠
大
夢
で
、
推
薦
制
度
に
よ

る
最
初
の
推
薦
者
は
日
本
画
が
吉
川
霊
華
、
池
上
秀
畝
、
小
村
大
雲
、
山
内
多

門
、
平
福
百
穂
、
池
田
輝
方
、
田
中
頼
琉
、
土
田
麦
倦
、
川
北
霞
峰
、
田
近
竹

咄
、
西
洋
画
が
中
村
非
、
片
多
徳
郎
、
彫
刻
が
堀
進
二
、
池
田
勇
八
で
あ
っ
た

（
ー
本
校
教
官
。
1
1
そ
れ
以
外
の
本
校
卒
業
生
）
。

出
品
は
入
選
、
鑑
査
外
出
品
合
計
二

三
二
人
で
、
本
校
関
係
者
の
出
品
に
つ
い

て
は
『
東
京
美
術
学
校
校
友
会
月
報
』
第
十
八
巻
第
五
号
に
よ
れ
ば
、
入
選
者

一
七
五
人
中
の
本
校
教
員
、
卒
業
生
、
生
徒
は
計
一
〇
六
名
、
う
ち
日
本
画
科

―
二
名
、
西
洋
画
科
六
三
名
、
彫
刻
ニ
―
名
で
あ
っ
て
、
大
変
盛
況
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
授
賞
の
会
議
は
十
月
二
十
日
に
本
校
で
行
わ
れ
、
そ
の
結

果
、
推
薦
は
西
洋
画
の
田
辺
至
、
牧
野
虎
雄
、
大
久
保
作
次
郎
、
特
選
は
日
本

画
の
飛
田
周
山
、

石
崎
光
瑶
、

矢
沢
弦
月
、
広
島
晃
甫
、
西
洋
画
の
高
間
惣

七
、
相
馬
其
一

、
熊
岡
美
彦
、
安
宅
安
五
郎
、
新
井
完
、
清
水
良
雄
、
柚
木
久

太
、
大
野
隆
徳
、
彫
刻
の

EI田
三
郎
と
決
定
し
た
（
ー
本
校
教
官
。
1
1
そ
れ
以
外

の
本
校
卒
業
生
）
。

特
に
広
島
晃
甫
は
出
品
作
「
青
衣
の
女
」
の
斬
新
さ
と
長
い

間
逼
塞
を
続
け
た
後
の
突
然
の
栄
光
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
さ
ら
に
「
青
衣
の

女
」
が
院
展
落
選
作
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
一
躍
脚
光
を
浴
び
、

宇
野
浩
二
と
並
ん
で
画
壇
の
広
島
晃
甫
と
も
て

は
や
さ
れ
た
。
彼
は
翌
年
の
第

二
回
帝
展
で
も
特
選
と
な

っ
た
。

文
壇
の

筆
者
鎌
田
は
、
正
木
校
長
の
意
志
通
り
に
大
正
九
年
、
文
部
省
か
ら
光
化

学
及
び
写
真
術
研
究
の
た
め
、
米
国
及
英
国
、
独
逸
国
に
留
学
を
命
ず
と
の

辞
令
を
貰
い
、
大
正
九
年
一
月
出
発
、
先
づ
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
次

に

英

国
、
次
に
独
逸
、
そ
れ
か
ら
澳
国
に
移
り
、
ア
メ
リ
カ
の

R
o
c
h
e
s
t
e
r
に
あ

〔

g〕

[
r〕

る
K
o
d
a
k
会
社
の

R
e
s
e
rc
h
L
a
 bo
la
 to
ry

や
、
英
国
ロ
ン
ド
ン
の
L
.
C
.

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

更
に
時
期
を
見
て
定
員
を
増
加
し
廣
<
-音
楽
文
藝
等
に
亙
り
て
も
夫
々
大
家

を
推
薦
網
羅
す
る
の
時
代
遠
か
ら
ず
到
来
す
べ
し
と
信
ず
要
す
る
に
今
日

は
遠
大
な
る
企
圏
に
酎
す
る
端
緒
を
開
き
た
り
と
云
ふ
に
過
ぎ
ず

（
大
正
九
年
九
月
七
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
）

と
言
明
し
た
が
、
そ
れ
は
昭
和
十
二
年
六
月
二
十
四
日
の
帝
国
芸
術
院
設
立
に

至
っ
て
実
現
す
る
。

⑨

鎌
田
弥
寿
治
留
学

大
正
八
年
十
月
二
十
七
日
、
臨
時
写
真
科
教
授
（
主
任
兼
理
事
）
鎌
田
弥
寿
治

は
光
化
学
お
よ
び
写
真
製
版
研
究
の
た
め
満
二
年
間
米
国
、
英
国
留
学
を
命
ぜ

ら
れ
た
。
追
っ
て
十
一
月
七
日
、
留
学
国
に
フ
ラ
ン
ス
を
加
え
る
こ
と
を
文
部

省
よ
り
命
ぜ
ら
れ
、
翌
九
年
一
月
十
四
日
、
陸
軍
省
か
ら
も
航
空
写
真
機
の
調

査
を
嘱
託
さ
れ
、
同
年
一
月
二
十
一
日
出
発
。
翌
十
年
二
月
四
日
に
は
さ
ら
に

文
部
省
か
ら
ド
イ
ッ
留
学
も
命
ぜ
ら
れ
た
。
『
日
本
写
真
教
育
史
』
（
昭
和
五
十

年
。
東
京
写
真
大
学
短
期
大
学
部
出
版
部
）
の
な
か
で
鎌
田
は
こ
れ
に
つ
い
て
次
の

帝
国
美
術
院
創
設
の
際
に
文
部
大
臣
中
橋
徳
五
郎
は
、
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